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「旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について」の一部改正について（新旧対照表）

新 旧

平成１４年 １月３０日 平成１４年 １月３０日

一部改正 平成１４年 ６月２８日 一部改正 平成１４年 ６月２８日

一部改正 平成１４年１０月 １日 一部改正 平成１４年１０月 １日

一部改正 平成１５年 ３月３１日 一部改正 平成１５年 ３月３１日

一部改正 平成１６年 ３月２９日 一部改正 平成１６年 ３月２９日

一部改正 平成１７年１２月 ５日 一部改正 平成１７年１２月 ５日

一部改正 平成１８年 ９月２９日 一部改正 平成１８年 ９月２９日

一部改正 平成１９年 ３月３０日 一部改正 平成１９年 ３月３０日

一部改正 平成２０年 ６月１１日 一部改正 平成２０年 ６月１１日

一部改正 平成２０年 ９月２８日 一部改正 平成２０年 ９月２８日

一部改正 平成２１年１１月２０日 一部改正 平成２１年１１月２０日

一部改正 平成２２年 ４月２８日 一部改正 平成２２年 ４月２８日

一部改正 平成２３年 ３月３１日 一部改正 平成２３年 ３月３１日

一部改正 平成２４年 ４月１６日 一部改正 平成２４年 ４月１６日

一部改正 平成２４年 ６月２９日 一部改正 平成２４年 ６月２９日

一部改正 平成２４年 ７月１８日 一部改正 平成２４年 ７月１８日

一部改正 平成２４年１１月２２日 一部改正 平成２４年１１月２２日

一部改正 平成２５年 ５月１５日 一部改正 平成２５年 ５月１５日

一部改正 平成２５年 ７月２６日 一部改正 平成２５年 ７月２６日

一部改正 平成２５年 ８月２３日 一部改正 平成２５年 ８月２３日

一部改正 平成２５年１２月１６日 一部改正 平成２５年１２月１６日

一部改正 国自安第 ３１２号

国自旅第 ６２３号

国自整第 ３９８号

平成２６年 ３月３１日

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿 各 地 方 運 輸 局 自 動 車 交 通 部 長 殿

関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿 関東・近畿運輸局自動車監査指導部長 殿

各 地 方 運 輸 局 自 動 車 技 術 安 全 部 長 殿 各 地 方 運 輸 局 自 動 車 技 術 安 全 部 長 殿

沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿 沖 縄 総 合 事 務 局 運 輸 部 長 殿
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自動車局安全政策課長 自動車局安全政策課長

自 動 車 局 旅 客 課 長 自 動 車 局 旅 客 課 長

自 動 車 局 整 備 課 長 自 動 車 局 整 備 課 長

旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について 旅客自動車運送事業運輸規則の解釈及び運用について

第２条の２ ～ 第２０条（略） 第２条の２ ～ 第２０条（略）

第２１条 過労運転防止等 第２１条 過労運転防止等

（１）～（６）（略） （１）～（６）（略）

（７）乗務員の体調変化時等における措置（第７項） （新規）

① 本項の趣旨は、事業用自動車の運行中に生じた乗務員の体調変化等により安全な

運転の継続に支障が生ずるおそれがあるときは、旅客自動車運送事業者は当該運行

の状況の適切な把握等を行い、輸送の安全確保を最も優先して、乗務員に対する運

行の中止、休憩の確保、運行計画の変更の指示等、必要な措置を講じなければなら

ないことを義務付けたものである。

当該趣旨を踏まえ、運転者が第５０条第１項第３号の３に規定する申出を円滑に

行えるような環境づくりに努めるよう、旅客自動車運送事業者に対し指導すること。

② 「その他の理由」とは、頭痛、吐き気、意識低下等の症状の発現等による突発的

な体調変化、交通事故や大規模渋滞等の予期できない走行環境の変化等をいう。

第２１条の２ 運行に関する状況の把握のための体制の整備 （新規）

（１）本条の趣旨は、旅客自動車運送事業者が、異常気象、乗務員の体調変化等の発生時

に、乗務員に対して必要な措置を適切に講じるよう、事業用自動車の運行中は、乗務

員に対する指示等を適正かつ確実に行える体制を整備しなければならないことを義務

付けたものである。

（２）（１）の趣旨を勘案し、体制の整備の具体的な取扱いについては次のとおりとする。

① 旅客自動車運送事業者は、事業用自動車の運行中は、電話その他の方法（携帯電

話、業務無線等により乗務員と直接対話できるものでなければならず、電子メール、

ＦＡＸ等一方的な連絡方法は該当しない。）を用いて、乗務員に対し必要な指示等

を行える連絡体制を整備しなければならないこととする。

② 一般乗合旅客自動車運送事業者（乗車定員１０人以下の事業用自動車の運行のみ

を行う営業所を除く。）及び一般貸切旅客自動車運送事業者は、運行の形態上、長

距離又は大量旅客輸送が想定され、異常気象、乗務員の体調変化等の発生時に運行

の中止等の判断、指示等に伴う調整が必要となることから、①の規定に加えて、事

業用自動車の運行中少なくとも一人の運行管理者は、一般乗合旅客自動車運送事業
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又は一般貸切旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転業務に従事せずに、異常気

象、乗務員の体調変化等の発生時速やかに運行の中止等の判断、指示等を行える体

制を整備しなければならないこととする。

③ 離島に存する営業所において、離島での運行については地理的条件その他の事情

を勘案して、②の規定は適用しないこととする。

第２２条 ～ 第６８条（略） 第２２条 ～ 第６８条（略）

附 則（平成２６年３月３１日付け国自安第３１２号、国自旅第６２３号、国自整第３９

８号）

改正後の通達は、平成２６年５月１日から施行する。ただし、第２１条の２（２）②及

び③の改正規定は、平成２７年５月１日から施行する。


